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船舶事故調査報告書 

 

                              令和元年５月２９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３０年２月１５日 ２３時１５分ごろ 

発生場所 大分県姫島村姫島東方沖 

 姫島灯台から真方位０６０°１.３海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°４４.５′ 東経１３１°４３.４′） 

事故の概要  コンテナ船 E F
イーエフ

 ELENA
エ レ ナ

は、南東進中、貨物船EVER
エ バ ー

 PROSPERITY
プ ロ ス ペ リ テ ィ

は、

南南東進中、両船が衝突した。 

 EF ELENA は、船首部外板に破口等を、また、EVER PROSPERITY は、

右舷船尾部外板の凹損等を生じた。 

事故調査の経過 平成３０年２月１６日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ コンテナ船 EF ELENA（マーシャル諸島共和国籍）、１６,１６２ 

トン 

９３６８７３０（ＩＭＯ番号）、EF ELENA LTD 

   １６１.３０ｍ×２５.００ｍ×１４.９０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、１２,６４０kＷ、２００７年（建造） 

Ｂ 貨物船 EVER PROSPERITY（ベリーズ籍）、１,９９７トン 

９１６３５２０（ＩＭＯ番号）、GRAND PROSPERITY SHIPPING 

LTD 

   ８２.２２ｍ×１２.９０ｍ×７.６９ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、１,６１７kＷ、１９９７年（建造） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（ウクライナ籍） 男性 ４４歳 

   締約国資格受有者承認証 船長（マーシャル諸島共和国発給） 

    交付年月日 ２０１８年１月４日 

          （２０２０年４月２７日まで有効） 

航海士Ａ（ルーマニア籍） 男性 ２６歳 

   締約国資格受有者承認証 航海士（マーシャル諸島共和国発

給） 

    交付年月日 ２０１７年１２月１８日 

          （２０２１年５月１２日まで有効） 

甲板手Ａ（フィリピン共和国籍） 男性 ３９歳 
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Ｂ 船長Ｂ（中華人民共和国籍） 男性 ４６歳 

   締約国資格受有者承認証 船長（ベリーズ発給） 

交付年月日 ２０１７年１月３日 

          （２０２０年５月１４日まで有効） 

甲板長Ｂ（中華人民共和国籍） 男性 ５１歳 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首部外板に破口を伴う凹損 

Ｂ 右舷船尾部外板に凹損、ボートデッキ右舷後方ハンドレールに曲 

損、救助艇に破損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａ、航海士Ａ及び甲板手Ａほか１６人（フィリピン共

和国籍１０人、ポーランド共和国籍３人、ブルガリア共和国籍１人、

ロシア連邦籍１人及びインド籍１人）が乗り組み、コンテナ６８８個

（総重量約７,７２１ｔ）を積載し、愛知県名古屋港に向け、姫島北方

の周防灘推薦航路線に沿って自動操舵で東進した。 

Ａ船は、法定灯火を表示し、航海士Ａが、甲板手Ａと共に船橋当直

につき、レーダー２台（Ｘバンド１台及びＳバンド１台）を共に６Ｍ

レンジでノースアップ表示とし、オフセンターで前方が約１０Ｍ映る

ように設定してエコートレイルを表示させて見張りに当たり、約１６.

０ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で東進した。 

航海士Ａは、２２時４５分ごろレーダーで左舷前方約３Ｍのところ

にほぼ同航しているＢ船を認めた。 

航海士Ａは、２３時１１分ごろ、Ａ船を伊予灘西推薦航路線に沿う

針路とする目的で徐々に右に変針していたところ、甲板手Ａから左舷

前方にＢ船が接近している旨の報告を受け、レーダー及び目視で左舷

前方約０.７ＭにＢ船の白灯２個及び緑灯１個を認め、Ｂ船が右転した

ことに気付いた。 

航海士Ａは、右舷前方にＡ船より速力が遅い先行船がおり、左転し

てＢ船の船尾側を避けるか、右転してＢ船の右舷側から追い越すか迷

ったので、姫島周囲の水深状況を海図で確認した後、Ｂ船及び先行船

の動向を観察しながらゆっくりと右転することとした。 

航海士Ａは、Ｂ船及び先行船の動向を気にしながら針路を右に転じ

ていたところ、Ｂ船が左舷前方至近となったので、２３時１４分ごろ

設定針路を更に右１０°に変更したものの、２３時１５分ごろＡ船の

船首部とＢ船の右舷船尾部とが衝突した。 

Ａ船は、航海士Ａが船内電話で船長Ａに本事故の発生を報告し、昇

橋した船長Ａが操船指揮をとり、海上保安庁からの指示に従って姫島

の南東方沖で漂泊した。 

Ｂ船は、船長Ｂ及び甲板長Ｂほか９人（中華人民共和国籍７人、ミ
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ャンマー連邦共和国籍２人）が乗り組み、空船で、千葉県木更津港に

向け、姫島北方の周防灘推薦航路線に沿って東進した。 

Ｂ船は、法定灯火を表示し、船長Ｂが操船指揮をとり、甲板長Ｂを

操舵につけ、約１１.５kn の速力で周防灘推薦航路線に沿って航行し

ていたところ、２３時００分ごろ、右舷船尾方約１.６Ｍのところを

航行するＡ船をレーダー及び目視で確認し、ＡＩＳ情報でＡ船が名古

屋港に向かうことを知った。 

船長Ｂは、２３時０９分ごろ、右転し伊予灘西推薦航路線に沿って

南下することを伝えようとＶＨＦ無線電話（以下「ＶＨＦ」とい

う。）でＡ船を３回呼び出したものの応答がなく、予定どおり同推薦

航路線に向けて変針する目的で針路を右に転じて真方位１５５°とし

た。 

船長Ｂは、転針後の２３時１２分ごろ、右舷後方にいるＡ船との距

離が近いと感じたものの、Ｂ船が同じ針路及び速力で航行すれば、Ａ

船がＢ船を避けると思い、また、左舷側には伊予灘西推薦航路線があ

るので左転しないほうがよいと思い航行を続けていたところ、右舷後

方から接近してきたＡ船と衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂが、海上保安庁に本事故の発生を通報し、主機を中

立運転として姫島の南東方沖で漂泊した。 

（付図１ 航行経路図、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋）、付表２ 

Ｂ船のＡＩＳ記録（抜粋）、写真１ Ｂ船 参照） 

 その他の事項 航海士Ａは、急激に転針すると付近の航行船舶に混乱を招くと思

い、普段から大舵角の変針を控えており、本事故当時も自動操舵のダ

イヤルでゆっくりと右転した。 

航海士Ａは、Ｂ船の接近に気付いたときに手動操舵に切り替えてお

けば、自動操舵より舵角を大きくとることができ、衝突を回避できた

かも知れないと本事故後に思った。 

Ｂ船は、変針後、伊予灘西推薦航路線に沿って航行しており、左舷

方には反航船が２隻いたので左転することができなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、姫島東方沖を南東進中、航海士Ａが、左舷前方から接近す

るＢ船を認めた際、手動操舵に切り替えて大きく針路を転じてＢ船を

避けることなく、自動操舵のままゆっくりと右転を続けたことから、

Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、姫島東方沖を南南東進中、船長Ｂが、右舷後方から接近す

るＡ船がＢ船を避けると思い、同じ針路及び速力で航行を続けたこと

から、Ａ船と衝突したものと考えられる。 
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原因 本事故は、夜間、姫島東方沖において、Ａ船が南東進中、Ｂ船が南

南東進中、航海士Ａが、左舷前方から接近するＢ船を認めた際、手動

操舵に切り替えて大きく針路を転じてＢ船を避けることなく、自動操

舵のままゆっくりと右転を続け、また、船長Ｂが、右舷後方から接近

するＡ船がＢ船を避けると思い、同じ針路及び速力で航行を続けたた

め、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 

 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・他の船舶との衝突を避けるためには、余裕のある時機に大きく針

路を転じ、必要に応じて減速すること。 
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付図１ 航行経路図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

（平成３０年２月１５日 ２３時１５分ごろ発生） 

伊予灘推薦航路線 

周防灘推薦航路線 

伊予灘西推薦航路線 

Ａ船の航跡 

Ｂ船の航跡 

先行船の航跡 

Ｂ船の航跡 

Ａ船の航跡 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

時 刻 

（時：分：秒） 

船 位※ 
船首方位※ 

（°） 

対地針路※ 

（°） 

対地速力 

（kn) 
北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

23:03:01 33-45-40.6 131-39-39.7 104 103.5 16.1 

23:04:01 33-45-36.6 131-39-58.5 103 104.2 16.2 

23:05:01 33-45-32.8 131-40-17.5 104 103.4 16.2 

23:06:01 33-45-28.8 131-40-36.4 104 104.4 16.3 

23:07:01 33-45-24.9 131-40-55.5 103 103.2 16.3 

23:08:01 33-45-21.0 131-41-14.3 105 104.7 16.4 

23:09:01 33-45-16.4 131-41-33.2 111 109.6 16.5 

23:10:01 33-45-10.1 131-41-51.7 110 112.0 16.5 

23:11:01 33-45-04.0 131-42-10.0 111 111.7 16.5 

23:12:01 33-44-57.6 131-42-28.4 116 114.6 16.5 

23:13:01 33-44-50.0 131-42-46.1 121 118.1 16.5 

23:14:01 33-44-40.7 131-43-03.1 124 125.2 16.6 

23:15:01 33-44-31.4 131-43-19.2 128 127.4 16.6 

※船位欄は、度、分、秒の表示とし、秒の小数点以下１桁とする。（小数点以下２位四捨五入） 

※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。また、船首方位及び対地針路は 

真方位である。 

 

付表２ Ｂ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

時 刻 

（時：分：秒） 

船 位※ 
船首方位※ 

（°） 

対地針路※ 

（°） 

対地速力 

（kn) 
北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

23:03:09 33-45-38.7 131-41-22.7 103 102.2 11.5 

23:04:19 33-45-35.8 131-41-38.2 102 102.4 11.6 

23:05:09 33-45-33.7 131-41-49.7 102 101.9 11.6 

23:06:18 33-45-30.8 131-42-05.3 102 102.8 11.5 

23:07:08 33-45-28.7 131-42-16.5 102 102.0 11.5 

23:08:08 33-45-26.2 131-42-30.0 103 102.9 11.5 

23:09:08 33-45-23.7 131-42-43.5 112 105.2 11.4 

23:10:02 33-45-18.6 131-42-53.1 154 144.3 10.4 

23:11:27 33-45-05.0 131-43-02.2 157 154.3 11.3 

23:12:07 33-44-58.7 131-43-06.1 157 154.6 11.5 

23:13:07 33-44-47.7 131-43-12.2 156 153.2 11.6 

23:14:07 33-44-37.2 131-43-18.3 155 153.5 11.6 

23:15:07 33-44-26.5 131-43-25.4 190 143.7 16.5 

※船位欄は、度、分、秒の表示とし、秒の小数点以下１桁とする。（小数点以下２位四捨五入） 

※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。また、船首方位及び対地針路は 

真方位である。 
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写真１ Ｂ船 

右舷船尾部外板に凹損 

ボートデッキ右舷後方ハンドレールに曲損 救助艇に破損 


